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に
な

っ
た

も
の

。

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

２
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
る

事
故

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

0
0

関
係

機
関

と
の

協
議

や
他

埋
設

管
位

置
の

相
違

が
試

掘
調

査
に

よ
り

判
明

し
，

再
計

画
に

日
数

を
要

し
た

こ
と

か
ら

，
年

度
内

で
の

完
成

が
困

難
に

な
っ

た
も

の
。

款
項

事
 
 
業

 
 
名

予
算

計
上

額
支

払
義

務
発

生
額

翌
年

度
繰

越
額

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

説
明

款
項

事
 
 
業

 
 
名

予
算

計
上

額
支

払
義

務
発

生
額

翌
年

度
繰

越
額

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

説
明
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報
告
第
８
号

１
 
水

道
事

業
　

 
資

本
的

支
出

1
 
建

設
改

良
費

鷹
待

嶽
配

水
場

更
新

事
業

1
,
6
7
0
,
0
3
1
,
0
0
0
 

8
0
3
,
4
1
8
,
0
0
0

2
6
7
,
4
2
1
,
0
0
0

1
,
0
7
0
,
8
3
9
,
0
0
0

1
7
5
,
9
2
3
,
0
0
0

8
9
4
,
9
1
6
,
0
0
0

8
9
4
,
9
1
6
,
0
0
0

5
5
1
,
4
0
0
,
0
0
0

3
4
3
,
5
1
6
,
0
0
0

0

　
令
和
８
年
６
月
１

８
日
提
出

　
 
 
大
崎
市
長
　
中
　
島
　
源
　
陽
　

令
和
７
年
度
大
崎
市
水
道
事
業
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書

（
単

位
：

円
）

款
項

事
 
 
業
 
 
名

継
続
費
の
総
額

令
和
７
年
度
継
続
費
予
算
現
額

支
払
義
務

発
生
(
見
込
)
額

残
 
 
 
 
額

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

　
翌

年
度

逓
次

繰
越

額
に

係
る

財
源

内
訳

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

予
算
計
上
額

前
年
度

逓
次
繰
越
額

計
企

業
債

過
年

度
分

損
益

勘
定

留
保

資
金

- 5 -



（
単
位
：
円
）

企
業

債
国

県
補

助
金

工
事

負
担

金
繰

越
工

事
資

金
過

年
度

分
損

益
勘

定
留

保
資

金

1
下
水
道
事
業

資
本
的
支
出

1
建

設
改
良
費

下
水
道
整
備
事
業

7
3
5
,
9
5
7
,
0
0
0

7
3
5
,
9
5
7
,
0
0
0

3
7
4
,
0
0
0
,
0
0
0

2
6
7
,
6
6
6
,
0
0
0

6
4
,
2
6
5
,
0
0
0

3
0
,
0
2
6
,
0
0
0

企
業

債
国

県
補

助
金

工
事

負
担

金
繰

越
工

事
資

金
そ

の
他

1
下
水
道
事
業

費
用

1
営

業
費
用

荒
谷
地
区
（
農
集
排
）

機
能
強
化
対
策
事
業
計

画
概
要
書
作
成
業
務

3
,
3
0
0
,
0
0
0

3
,
3
0
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
8
0
0
,
0
0
0

　
令
和
８
年
６

月
１

８
日

提
出

　
大
崎
市
長
　
中
　
島
　
源
　
陽

報
告
第
９
号

令
和
７
年
度
大
崎
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰

越
計
算
書

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

工
法

検
討

，
関

係
機

関
と

の
調

整
及

び
入

札
不

調
等

に
よ

り
不

測
の

日
数

を
要

し
，

年
度

内
で

の
完

成
が

困
難

に
な

っ
た

も
の

。

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

２
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
る

事
故

繰
越

額
（
単
位
：
円
）

左
の

財
源

内
訳

補
助

事
業

追
加

要
望

に
よ

る
補

助
金

交
付

決
定

後
の

発
注

と
な

り
，

年
度

内
の

業
務

完
了

が
困

難
に

な
っ

た
も

の
。

款
項

事
 
 
業
 
 
名

予
算
計

上
額

支
払

義
務

発
生

額
翌

年
度

繰
越

額
不

用
額

説
　

　
　

　
明

款
項

事
 
 
業
 
 
名

予
算
計

上
額

支
払

義
務

発
生

額
翌

年
度

繰
越

額
不

用
額

説
　

　
　

　
明
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報
告
第

１
０

号

（
単

位
：

円
）

企
業
債

過
年

度
分

損
益

勘
定

留
保

資
金

１
 
資
本

的
支

出
1
 
建

設
改
良
費

病
院
建
設
事
業

2
8
1
,
4
5
9
,
0
0
0
 

2
3
,
7
7
9
,
6
7
5
 

2
5
5
,
2
4
8
,
5
9
3
 

1
6
5
,
1
0
0
,
0
0
0
 

9
0
,
1
4
8
,
5
9
3
 

2
,
4
3
0
,
7
3
2
 

0
 
入
札
不
調
等
に
よ
り
工
事
着
手
が
遅
れ
，

当
該
年
度
の
出
来
高
予
定
額
に
進
捗
が
達

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め

　
令
和

８
年

６
月

１
８

日
提

出

　
大

崎
市

長
　

中
　

島
　

源
　

陽
　

令
和
７
年
度
大
崎
市
病
院
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算

書

左
の
財
源
内
訳

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

款
項

事
 
 
業
 
 
名

予
算
計

上
額

支
払
義
務

発
生
額

翌
年
度

繰
越
額

不
用
額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

説
 
 
 
 
 
明
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報告第１１号

専決処分の報告について

令和８年５月２６日，公の営造物の管理の瑕疵に係る和解及び損害賠償

の額を定めることについて，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

８０条第１項の規定により次のとおり専決処分したので，同条第２項の規

定により報告する。

１ 損害賠償の相手方

大崎市内の個人

２ 事故の概要

令和８年４月１２日午前１０時３０分頃，大崎市古川穂波三丁目地内

の市道第五小東線沿いの街路樹が強風により倒れ，市道沿いの駐車場に

駐車していた相手方車両に接触し，車両の左後部を損傷させたもの。

３ 和解の要旨

事故の主たる原因は，市が設置した附属物の管理不備によるものであ

り，市の過失割合は１００パーセントとする。

４ 損害賠償の額

２１４，９９５円

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 8 -



議案第６７号

教育委員会委員の任命について

本市教育委員会委員に別紙の者を任命したいので，地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定

により，議会の同意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 9 -



議案第６８号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 10 -



議案第６９号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 11 -



議案第７０号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第７１号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 13 -



議案第７２号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 14 -



議案第７３号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 15 -



議案第７４号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 16 -



議案第７５号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 17 -



議案第７６号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 18 -



議案第７７号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 19 -



議案第７８号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 20 -



議案第７９号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 21 -



議案第８０号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 22 -



議案第８１号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 23 -



議案第８２号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 24 -



議案第８３号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 25 -



議案第８４号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 26 -



議案第８５号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 27 -



議案第８６号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 28 -



議案第８７号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽

- 29 -



議案第８８号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第８９号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第９０号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第９１号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第９２号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第９３号

大崎市農業委員会委員の任命について

本市農業委員会委員に別紙の者を任命したいので，農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により，議会の同

意を求める。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第９４号

令和８年度大崎市一般会計補正予算（第３号）

令和８年度大崎市一般会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８４，３７３千円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５，４７５，１２６千

円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為の追加は，「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の追加は，「第３表 地方債補正」による。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 10,023,336 303,027 10,326,363

1 国 庫 負 担 金 7,985,878 250,790 8,236,668

2 国 庫 補 助 金 1,939,917 52,237 1,992,154

16 県 支 出 金 4,534,060 199,852 4,733,912

1 県 負 担 金 2,723,119 9,813 2,732,932

2 県 補 助 金 1,758,706 190,039 1,948,745

17 財 産 収 入 158,312 26,969 185,281

1 財 産 運 用 収 入 89,631 1,769 91,400

2 財 産 売 払 収 入 68,681 25,200 93,881

19 繰 入 金 1,962,938 147,425 2,110,363

1 基 金 繰 入 金 1,962,938 147,425 2,110,363

21 諸 収 入 1,211,781 2,300 1,214,081

4 雑 入 559,054 2,300 561,354

22 市 債 3,599,000 4,800 3,603,800

1 市 債 3,599,000 4,800 3,603,800

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 43,301,326 43,301,326

歳        入        合        計 64,790,753 684,373 65,475,126
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歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 総 務 費 6,772,971 11,453 6,784,424

1 総 務 管 理 費 5,703,141 838 5,703,979

3 戸籍住民基本台帳費 209,186 10,615 219,801

3 民 生 費 22,903,441 330,922 23,234,363

1 社 会 福 祉 費 9,159,971 21,238 9,181,209

2 児 童 福 祉 費 10,950,276 1,859 10,952,135

3 生 活 保 護 費 2,792,638 307,825 3,100,463

4 衛 生 費 7,011,813 44,523 7,056,336

1 保 健 衛 生 費 4,838,775 44,523 4,883,298

6 農 林 水 産 業 費 1,939,344 205,513 2,144,857

1 農 業 費 1,808,502 205,513 2,014,015

7 商 工 費 1,597,563 1,000 1,598,563

1 商 工 費 1,597,563 1,000 1,598,563

8 土 木 費 5,658,620 0 5,658,620

3 河 川 費 502,918 0 502,918

10 教 育 費 6,868,845 80,032 6,948,877

1 教 育 総 務 費 2,333,309 48,076 2,381,385

2 小 学 校 費 527,169 1,300 528,469

5 社 会 教 育 費 1,616,886 30,656 1,647,542

11 災 害 復 旧 費 1 10,930 10,931

1 公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

1 0 1

2 商工施設災害復旧費 0 0 0

3 文教施設災害復旧費 0 8,747 8,747

4 そ の 他 施 設
災 害 復 旧 費

0 2,183 2,183

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 12,038,155 12,038,155

歳        出        合        計 64,790,753 684,373 65,475,126
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追加 （単位：千円）

第 ２ 表　　債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　項 期　　　間 限度額

古川東中学校及び古川南中学校学校給食
調理等業務委託

自　令和８年度　至　令和１３年度 265,260 
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追加 （単位：千円）

第 ３ 表　　地　方　債　補　正

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

道路橋りょう災
害復旧事業

800 
証書借入

又は
証券発行

5.0％以内
（ただし，利率見直し方
式で借入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構
資金について，利率の見
直しを行った後において
は，当該見直し後の利
率）

起債年度から据置期間を含め30
年以内に元利均等償還又は元金
均等償還により償還する。ただ
し，融通条件又は財政の都合に
より償還年限を短縮し，若しく
は低利債に借り換えることがで
きる。

観光施設災害復
旧事業

1,100 同上 同上 同上

学校教育施設災
害復旧事業

700 同上 同上 同上

消防施設災害復
旧事業

2,200 同上 同上 同上
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議案第９５号

令和８年度大崎市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和８年度大崎市国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は，次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７５，５９０千円を追加

し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，９１５，０６６千円

とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 国 民 健 康 保 険 税 2,448,290 58,283 2,506,573

1 国 民 健 康 保 険 税 2,448,290 58,283 2,506,573

6 繰 入 金 821,301 17,307 838,608

1 他 会 計 繰 入 金 752,066 17,307 769,373

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 10,569,885 10,569,885

歳        入        合        計 13,839,476 75,590 13,915,066

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3 国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

3,367,899 75,590 3,443,489

4 子 ど も ・ 子 育 て
支 援 納 付 金 分

0 75,590 75,590

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 10,471,577 10,471,577

歳        出        合        計 13,839,476 75,590 13,915,066
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議案第９６号

令和８年度大崎市介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和８年度大崎市介護保険特別会計の補正予算（第１号）は，次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６２８千円を追加し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，１１９，８４８千円とす

る。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3 国 庫 支 出 金 3,408,336 814 3,409,150

2 国 庫 補 助 金 980,291 814 981,105

7 繰 入 金 2,038,625 814 2,039,439

1 他 会 計 繰 入 金 2,038,625 814 2,039,439

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 8,671,259 8,671,259

歳        入        合        計 14,118,220 1,628 14,119,848

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 総 務 費 145,993 1,628 147,621

1 総 務 管 理 費 11,657 1,628 13,285

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 13,972,227 13,972,227

歳        出        合        計 14,118,220 1,628 14,119,848
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議案第９７号

大崎市行政手続条例の一部を改正する条例

大崎市行政手続条例（平成１８年大崎市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１３条第１項第１号イ中「はく奪」を「剝奪」に改める。

第１５条第３項中「その者の氏名，同項第３号及び第４号に掲げる事項

並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその

者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示

の方法」に改め，後段を削り，同条に次の１項を加える。

４ 前項の公示の方法による通知は，不利益処分の名宛人となるべき者の

氏名，第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各

号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下こ

の項において「公示事項」という。）を総務省令で定める方法により不

特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに，公示事項が

記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し，又は公示事項

を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をす

ることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。こ

の場合においては，当該措置を開始した日から２週間を経過したときに，

当該通知がその者に到達したものとみなす。

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び

第４項」を，「「当事者又は参加人」と，」の次に「同項中」を加え，「掲示

を始めた日から２週間を経過した」を削り，「，掲示を始めた」を「，当

該措置を開始した」に改める。
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第２５条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え，

「「同項第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に，「同条第３号」を

「第２８条第３号」に，「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に，「第

１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第９８号

大崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

大崎市国民健康保険税条例（平成１８年大崎市条例第１７２号）の一部

を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「，介護保険法」に改め，

「「介護納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条

において「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え，同項に次の１

号を加える。

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち，国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税

の課税額をいう。以下同じ。）

第２条第２項中「６６万円」を「６７万円」に改め，同条に次の１項

を加える。

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は，世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者（２項世帯主を除く。）につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

に，当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法

律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定す

る１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上

被保険者均等割額を加算した額とする。ただし，加算後の額が３万円

を超える場合においては，子ども・子育て支援納付金課税額は，３万

- 47 -



円とする。

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」と

いう。）」を「法」に改める。

第５条の２第１号中「第７条の３」の次に「，第９条の７」を加える。

第９条の３の次に次の４条を加える。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

所得割額）

第９条の４ 第２条第５項の所得割額は，基礎控除後の総所得金額等に１

００分の０．２６を乗じて算定する。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額）

第９条の５ 第２条第５項の被保険者均等割額は，被保険者１人について

１，１００円とする。

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額）

第９条の６ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は，１８歳以上

被保険者１人について１００円とする。

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額）

第９条の７ 第２条第５項の世帯別平等割額は，次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８００円

(２) 特定世帯 ４００円

(３) 特定継続世帯 ６００円

第２３条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め，同項各号列記

以外の部分中「並びに」を「，」に改め，「１７万円）」の次に「並びに同
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条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合には，

３万円）」を加え，同項第１号中「５５万円」を「６５万円」に改め，同

号イ（ウ）中「１０，５５２円」を「１０，５５３円」に改め，同号に次

のように加える。

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人につ

いて ７７０円

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主

を除く。）１人について ７０円

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ，それぞれに

定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５６０円

(イ) 特定世帯 ２８０円

(ウ) 特定継続世帯 ４２０円

第２３条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改

め，同号イ（ウ）中「７，５３７円」を「７，５３８円」に改め，同号に

次のように加える。

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人につ

いて ５５０円

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主

を除く。）１人について ５０円
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ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ，それぞれに

定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４００円

(イ) 特定世帯 ２００円

(ウ) 特定継続世帯 ３００円

第２３条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め，同号に

次のように加える。

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（２項世帯主を除く。）１人につ

いて ２２０円

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（２項世帯主

を除く。）１人について ２０円

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ，それぞれに

定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６０円

(イ) 特定世帯 ８０円

(ウ) 特定継続世帯 １２０円

第２３条第２項に次の１号を加える。

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ，それぞれ未就学

児１人について次に定める額

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １６５円

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ２７５円
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ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ４４０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５５０円

第２３条第３項中「及び」を「並びに」に改め，同項各号列記以外の

部分中「被保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」

を加え，同項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」

に改め，同項に次の３号を加える。

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の所得割額 当該出産被保険者につき第９条の４の規定により算

定した所得割額の１２分の１の額に，当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の５の規定

により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては，その減額後の被保険者均等割額）の１２

分の１の額に，当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条

の６の規定により算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規

定する金額を減額するものとした場合にあっては，その減額後の１８

歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に，当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

第２３条に次の１項を加える。

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険

者」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ど
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も・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の

世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額

（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては，その

減額後の被保険者均等割額）に限る。）は，当該被保険者均等割額から，

当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。

附則第５項中「その世帯の」を「その世帯に」に改め，「，第８条」の

次に「，第９条の４」を加える。

附則第６項及び第８項から第１２項までの規定中「，第８条」の次に

「，第９条の４」を加える。

附則第１３項中「，第８条」の次に「，第９条の４」を，「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律」の次に「（昭和３７年法律第１４４号）」を加える。

附則第１４項及び第１５項中「，第８条」の次に「，第９条の４」を

加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の大崎市国民健康保険税条例の規定は，令和８

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和７年度分まで

の国民健康保険税については，なお従前の例による。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第９９号

大崎市介護保険条例の一部を改正する条例

大崎市介護保険条例（平成１８年大崎市条例第１７４号）の一部を次の

ように改正する。

附則第１４項を附則第１７項とし，附則第１３項の次に次の３項を加え

る。

（令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免）

１４ 第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のう

ちに令和７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の規定による市町

村民税が課されていない者で令附則第２５条の規定により令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されているものとみなされたもの

（以下「みなし課税者」という。）がいる場合であって，そのみなされた

ことにより当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に係る保険料段

階（第５条第１項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。）が，当該みなし

課税者に令附則第２５条の規定の適用がないものとした場合に決定され

るべき当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に係る保険料段階

（次項において「令附則第２５条非適用保険料段階」という。）よりも保

険料率の高い保険料段階に決定されたときは，当該第１号被保険者の令

和８年度分の保険料を減免する。

１５ 前項の規定により減免する保険料の額は，当該第１号被保険者につ

いて決定された令和８年度分の保険料に係る保険料段階の保険料率によ

り算定した保険料の額と令附則第２５条非適用保険料段階の保険料率に

より算定した保険料の額との差額に相当する額とする。

１６ 第１４項の規定による保険料の減免については，保険料の納付義務
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者の申請を要しない。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第１００号

大崎市古川カントリーエレベーター条例を廃止する条例

大崎市古川カントリーエレベーター条例（平成２５年大崎市条例第３４

号）は，廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和８年８月１日から施行する。

（暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例の一部改正）

２ 暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例（平成２１年大崎市条例

第２９号）の一部を次のように改正する。

第３条中第２０号を削り，第２１号を第２０号とし，第２２号から第

２４号までを１号ずつ繰り上げる。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第１０１号

財産の処分について

次のとおり財産を処分したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により，議会の議決を求める。

１ 処分する土地及び建物等の所在地，種別及び数量

（１）土地

（２）建物等

２ 処分の目的

民間主導による効率的かつ安定的な施設運営及び将来的な発展を図る

ため，大崎市古川カントリーエレベーターを古川農業協同組合へ譲渡す

るもの。

３ 処分金額

所在地 種別 面積

１ 大崎市古川上埣字新八坂裏2番 宅地 15,138.00㎡

名称 構造
床面積又は

築造面積

１ 機械室棟 鉄骨造2階建 1,358.75㎡

２ 汚泥置場 鉄骨造平屋建 38.50㎡

３ サイロ（丸ビン） 鋼板溶接構造 952.80㎡

４ サイロ（丸ビン）上屋 鉄骨造 256.41㎡

５ 穀物荷受用機具倉庫 鉄骨造平屋建 275.00㎡

６ 附属する設備等 一式
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（１）土地 ２５，２００，０００円

（２）建物等 無償

４ 契約の方法

随意契約

５ 契約の相手方

大崎市古川富長字五右エ門６番地２

古川農業協同組合 代表理事組合長 佐々木 浩治

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第１０２号

財産の取得について

次のとおり財産を取得したいので，大崎市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年大崎市条例第７０号）第

３条の規定により，議会の議決を求める。

１ 品名及び数量

小・中学校等情報端末機器（タブレット等） 一式

２ 契約の方法

随意契約

３ 契約金額

７７２，８０４，５６０円

４ 契約の相手方

みやぎＧＩＧＡスクール共同事業体

代 表 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目６番１１号

テクノ・マインド株式会社

代表取締役社長 飯塚 達也

構成員 宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目４－２２仙台東口ビル

株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ東北支店

東北支店長 秋元 秀樹

構成員 宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０５番地の１

広瀬通ＳＥビル９階

株式会社大塚商会仙台支店

支店長 坂田 憲郎
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構成員 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町２番２６号

コセキ株式会社

代表取締役社長 小関 正剛

構成員 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１番２３号

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

宮城支社

支社長 山口 渉

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第１０３号

和解について

次のとおり原子力損害賠償紛争解決センターで係争中の令和６年（東）

第３１６号事件（以下「本件」という。）に関する和解について，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により，

議会の議決を求める。

１ 和解の相手方

東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

東京電力ホールディングス株式会社

代表執行役社長 小早川 智明

２ 事案の概要

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電

力株式会社福島第一原子力発電所の事故により，本市が平成２６年度か

ら平成２８年度までに要した事故被害対策経費（公費により補填された

ものを除く。）のうち，これまで本市が相手方に賠償を請求したが相手

方と支払いの合意に至っていない費用１，４２９万６，７９７円につい

て，原子力損害の賠償に関する法律（昭和３６年法律第１４７号）第１

８条第１項の規定に基づく和解の仲介機関である原子力損害賠償紛争解

決センターにあっせんの申立てを行ったところ，同センターから和解案

が提示されたことから，当該和解案に基づき相手方と和解を行うもの。

３ 和解の要旨

(１) 相手方は，本市に対し，和解金として２，３００，０００円の支

払義務があることを認める。
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(２) 相手方は，本市に対し，本市が記名押印した和解契約書原本を相

手方が受領した日の翌日から１４日以内に当該和解金を支払う。

(３) 本和解に定める金額を超える部分については，本和解の効力が及

ばず，本市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。

(４) 本市は，本和解に定める金額に係る遅延損害金について，相手方

に別途請求しない。

(５) 本件に関する手続費用は，各自の負担とする。

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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議案第１０４号

指定管理者の指定期間の変更について

令和５年１２月１３日付けで議決を得た大崎市古川カントリーエレベー

ターの指定管理者の指定期間を次のように変更することについて，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議

会の議決を求める。

変更前の指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

変更後の指定期間 令和６年４月１日から令和８年７月３１日まで

令和８年６月１８日提出

大崎市長 中 島 源 陽
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